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４　歯周疾患による急性症状が発現した場合であって、特定薬剤を用いて症
状緩解を図った場合の処置の評価を追加する。

導料」を廃止し、歯周治療における一時的な症状安定後の継続的な治療と
して歯周病安定期治療（仮称）を新たに評価するとともに、歯周基本治療
及び歯周外科治療の評価について、歯科治療の実態に応じた見直しを行
う。
第２　具体的な内容
１　一連の歯周基本治療等の終了後、歯周組織検査及びその他必要に応じて
実施される検査により、一時的に病状が安定した状態であって、継続的な
治療が必要と判断された患者に対して、病状の安定を維持し、治癒させる
ことを目的として行う歯周病安定期治療（仮称）の評価を新設する。

（新）歯周病安定期治療（仮称）　○○○点
［算定要件］
　１　歯科疾患管理料（仮称）を算定している患者であって、中等度以上の
歯周病を有するものに対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時
的に症状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織を維持し、治癒さ
せることを目的としてプラークコントロール、機械的歯面清掃、スケー
リング、スケーリング・ルートプレーニング等を主体とした治療を実施
した場合に１口腔につき月１回に限り算定する

　２　歯周病安定期治療（仮称）の開始に当たっては、上記検査等の結果の
要点や歯周病安定期治療（仮称）の治療方針等について、歯科疾患管理
料（仮称）に係る文書を提供すること

　３　２回目以降の歯周病安定期治療（仮称）については、前回実施した月の
翌月の初日から起算して２月を経過した日以降に行うことを基本とする
（歯周外科手術を実施した場合等重度の歯周疾患を有する場合を除く。）

２　歯周基本治療において実施されるスケーリング、スケーリング・ルート
プレーニング等については、１回目の歯周基本治療終了後においても必要
に応じて適時行う必要があることから、歯周病に係る指針の見直しを踏ま
え、これらの処置の２回目以降の評価を新たに行うとともに、スケーリン
グ・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬については、評価の引き下
げを行う。

現　行 改正案

【歯周基本治療】
１　スケーリング（３分の１顎につ
き）　　　　　　　　　　６４点
注　同時に３分の１顎を超えて行っ
た場合は、３分の１顎を増すごと
に、所定点数に４２点を加算する

２　スケーリング・ルートプレーニ
ング（１歯につき）
　イ　前歯　　　　　　　６０点
　ロ　小臼歯　　　　　　６４点
　ハ　大臼歯　　　　　　７０点
３　歯周ポケット掻爬（盲囊掻爬）
（１歯につき）
　イ　前歯　　　　　　　６０点
　ロ　小臼歯　　　　　　６４点
　ハ　大臼歯　　　　　　７０点
注１　同一部位に２回以上同一の歯
周基本治療を行った場合における
２回目以降の歯周基本治療の費用
は、１回目の所定点数に含まれる
ものとする

【歯周基本治療】
１　スケーリング（３分の１顎につ
き）　　　　　　　　　○○○点
注　同時に３分の１顎を超えて行っ
た場合は、３分の１顎を増すごと
に、所定点数に○○○点を加算す
る
２　スケーリング・ルートプレーニ
ング（１歯につき）
　イ　前歯　　　　　　○○○点
　ロ　小臼歯　　　　　○○○点
　ハ　大臼歯　　　　　○○○点
３　歯周ポケット掻爬（盲囊掻爬）
（１歯につき）
　イ　前歯　　　　　　○○○点
　ロ　小臼歯　　　　　○○○点
　ハ　大臼歯　　　　　○○○点
注１　同一部位に２回以上歯周基本
治療を行った場合の２回目以降の
費用は、所定点数（１は、注加算
を含む。）の○○／１００で算定
する

３　歯周外科手術は、個々の歯の状況に応じて、一歯単位に評価して実施す
ることが重要であることから、歯周治療の実態に合わせた、１歯単位の評
価に改める。

病院歯科機能の評価の見直し
第１　基本的な考え方
１　病院歯科においては、その専門的な診療機能等について評価がなされて
いるが、現行の施設基準は、病院歯科の機能評価を行う上で、必ずしも　
実態に即したものとなっていないことから、現行の歯科診療報酬における
地域歯科診療支援病院の施設基準を見直し、適切な機能評価を行う。
２　また、在宅療養を行っている患者に対して、地域において在宅歯科診療
を実施している歯科診療所からの求めに応じて、病院歯科等において全身
管理下での処置や手術及び入院を伴う歯科診療が必要になる場合があるこ
とから、在宅歯科診療を後方支援する病院歯科機能について新たに評価を
行う。
第２　具体的な内容
１　現行の歯科診療報酬における地域歯科診療支援病院の施設基準を緩和
し、適切な機能評価を行う。
　（１）地域歯科診療支援病院の施設基準の見直し

現　行 改正案

【歯周疾患処置】（１口腔１回につ
き）　　　　　　　　　　１０点
［適応症］
・歯周基本治療終了後の歯周組織検
査の結果、期待された臨床症状の
改善がみられず、かつ歯周ポケッ
トが４ミリメートル以上の部位に
対して、十分な薬効が期待できる
場合において、計画的に１月間薬
剤を注入した場合
・上記の薬剤注入後、再度の歯周組
織検査の結果、臨床症状の改善は
あるが、歯周ポケットが４ミリメ
ートル未満に改善されない場合で
あって、更に１月間継続して薬剤
注入をした場合

【歯周外科手術】（１口腔１回につ
き）　　　　　　　　　○○○点
［適応症］
・歯周基本治療終了後の歯周組織検
査の結果、期待された臨床症状の
改善が見られず、かつ歯周ポケッ
トが４ミリメートル以上の部位に
対して、十分な薬効が期待できる
場合において、計画的に１月間薬
剤を注入した場合

・上記の薬剤注入後、再度の歯周組
織検査の結果、臨床症状の改善は
あるが、歯周ポケットが４ミリメ
ートル未満に改善されない場合で
あって、更に１月間継続して薬剤
注入をした場合

・歯周疾患による急性症状時に症状
の緩解を目的として、歯周ポケッ
ト内への薬剤の注入を行った場合

２　新付着手術　　　　　３００点
３　歯肉切除術　　　　　４００点
４　歯肉剥離掻爬手術　１０００点

２　新付着手術　　　　　○○○点
３　歯肉切除術　　　　　○○○点
４　歯肉剥離掻爬手術　　○○○点

現　行 改正案

（１）歯科医師が常勤３名以上配置
されていること
（２）看護師及び准看護師（以下
「看護職員」という。）が２名以
上配置されていること
（３）歯科衛生士が１名以上配置さ
れていること
（４）次の各号のいずれかに該当す
ること。
　　イ�　歯科医療を担当する病院で

ある保険医療機関における当
該歯科医療についての紹介率
が100分の30以上であること

　　ロ�　歯科医療を担当する病院で
ある保険医療機関における当
該歯科医療についての紹介率
が100分の20以上であって、別
に掲げる手術の１年間の実施

（１）歯科医師が常勤○名以上配置
されていること
（２）看護師及び准看護師（以下
「看護職員」という。）が２名以
上配置されていること
（３）歯科衛生士が１名以上配置さ
れていること
（４）次の各号のいずれかに該当す
ること。
　　イ�　歯科医療を担当する病院で

ある保険医療機関における当
該歯科医療についての紹介率
が100分の30以上であること

　　ロ�　歯科医療を担当する病院で
ある保険医療機関における当
該歯科医療についての紹介率
が100分の20以上であって、別
に掲げる手術の１年間の実施

現　行 改正案

【歯周外科手術】（３分の１顎につ
き）
１　歯周ポケット掻爬術　２００点

【歯周外科手術】（１歯につき）

１　歯周ポケット掻爬術　○○○点

（13）
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